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平成２８年度普通会計決算の概要について 

 

 「普通会計」とは、総務省が行っている「地方財政状況調査」上、全国統一的に用いられる

会計区分であり、これにより、全国各市町村との財政比較や統一的な掌握が可能となります。 

宜野湾市の普通会計は、一般会計と区画整理事業特別会計が調製され、純計された会計とな

っています。 

 

平成２８年度の本市における普通会計の決算規模は歳入総額３９，８５４，５６３千円、歳

出総額３８，８９８，４４０千円となっています。また平成２７年度の普通会計決算額と比較

すると、歳入で１，２９７，７６２千円の増（３．４％）、歳出で１，２００，１３９千円の

増（３．２％）となっています。 

 

  歳入科目の対前年度比較では、地方税（市税）は全体として３２４，９１０千円の増（３．

１％）となっており、その内訳として、市民税１４０，２９３千円の増（３．３％）、固定資

産税１５１，４０５千円の増（２．９％）、軽自動車税４３，０８１千円の増（１６．８％）、

市町村たばこ税９，６６１千円の減（△１．３％）、入湯税２０８千円の減（△５．２％）と

いう状況です。 

 

地方譲与税は、１，４２１千円の減（△１．０％）、配当割交付金は、１５，５６４千円の

大幅減（△５２．０％）、株式等譲渡所得割交付金も、１２，７９９千円の大幅減（△５３．

１％）、地方消費税交付金は、１１５，８２２千円の減（△７．９％）等、多くの交付金が減

となっている状況です。一方で、地方特例交付金は、２，６５１千円の増（１０．０％）、自

動車取得税交付金は、１，７４５千円の増（６．８％）という状況です。 

 

地方交付税は１６，１８９千円の減（△０．３％）で、うち普通交付税は２５，６３１千円

の減（△０．５％）で、特別交付税は９，４４２千円の増（１．６％）となっています。また、

交通安全対策特別交付金は７６７千円の減（△５．３％）、分担金及び負担金は保育所（園）

保護者負担金等の増により４１，８７０千円の増（９．０％）、使用料は、市立保育所保育料

等の減により、６０８千円の減（△０．２％）、手数料は土木管理手数料等の減により、８０

６千円の減（△０．４％）となっています。 

また国庫支出金は、９３３，８５８千円の増（１１．２％）で、うち普通建設事業費支出金
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５４，４８１千円の増（１０．３％）となっています。その大きな要因としては、拠点返還地

（西普天間住宅地区）跡地利用推進交付金３０４，３６４千円の増（皆増）、年金生活者等支

援臨時福祉給付金事業費１９９，０５０千円の増（皆増）、長田地区コミュニティ供用施設及

び児童館建設事業１９２，６５７千円の増等があったことによるものです。 

 

国有提供施設等所在市町村助成交付金は３８，８６９千円の増（６．８％）、県支出金は、

１３９，２１１千円の減（△２．５％）となって、うち沖縄振興公共投資交付金１３７，５４

０千円の減（△１３．５％）、沖縄振興特別推進交付金３３，０６１千円の増（２．６％）等

であります。減の主な要因としては、伊佐・伊利原市営住宅建替事業費５２１，０９６千円の

減（皆減）、大山７号道路改良事業費７７，６１７千円の減（皆減）等が挙げられます。 

 

財産収入は、社会福祉法人善隣福祉会との土地交換差金収入８８，３５８千円の増（皆増）

等により、３９，５３９千円の増（９．３％）、寄附金は宜野湾市ふるさと応援寄附金の増等

により、４３７千円の増（１．３％）となっています。 

 

繰入金は、財政調整基金繰入金が５２８，０００千円の増（皆増）、特定防衛施設周辺整備

調整交付金事業基金繰入金３３４，５０７千円の増（皆増）等により、５８５，８５９千円の

大幅増（５６．８％）となっています。 

 

繰越金は、普通会計繰越金１５７，９９７千円の減（△１５．５％）、諸収入については、

（仮）プレミアム付商品券売上金５００，０００千円の減（皆減）などにより、４９６，８２

１千円の大幅減（△６９．１％）という状況です。 

 

平成２８年度の地方債は、給食センター建設事業債６１０，９００千円の増、給食センター

附帯施設整備事業債１０２，３００千円の増などにより、２９２，１６２千円の増（１３．４

％）となっています。 

 

次に、目的別歳出の対前年度比較では、議会費が２９，７２５千円の減（△９．１％）、総

務費が１０９，４４８千円の増（２．０％）、民生費は８１５，５２０千円の増（４．５％）、

衛生費は３７，３５５千円の減（△１．９％）、労働費は２４，６２７千円の大幅減（△２１．

６％）、農林水産業費５，０３３千円の増（１３．９％）、商工費６３８，６６７千円の大幅
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減（△７９．４％）、土木費８７８，２０７千円の大幅減（△２５．３％）、消防費１５０，

２７０千円の減（△１６．９％）、教育費２，０３８，２８１千円の大幅増（５２．２％）、

災害復旧費０円、公債費９，２９２千円の減（△０．４％）となっています。 

 

また、性質別歳出の対前年度比較では、人件費はほぼ前年度同額の９６９千円の増（０．０

２％）、扶助費１，０１４，９０５千円の増（８．０％）、公債費９，２９２千円の減（△０．

４％）、普通建設事業費は△２２０，１２９千円の減（△４．４％）、うち補助事業費４３２，

５４６千円の減（△９．７％）、うち単独事業費は２１２，４１７千円の大幅増（３６．０％）

となっています。災害復旧事業費０円、物件費６７１，２４６千円の増（１４．５％）、維持

補修費４５，２３６千円の増（１９．９％）、補助費等６４８，１２４千円の大幅減（△２３．

５％）、積立金２２５，４４１千円の増（１２．８％）、投資及び出資金０千円、貸付金１０

８千円の増（１．２％）、繰出金１１９，７７９千円の増（３．４％）という状況です。 

 

決算収支でみると、形式収支９５６，１２３千円、実質収支７４７，３５９千円となってい

ます。財政指標は、実質収支比率は４．１％(対前年度比０．４％増)、財政構造の弾力性を示

す経常収支比率は、８６．１％（対前年度比１．３％減）となっています。また、公債費負担

比率は１１．１％（対前年度比０．６％減）という状況です。 

 

 

普通会計決算の各財政指標について 

 

１．財政力指数について 

 「 財 政 力 指 数 」 と は 、 地 方 交 付 税 法 の 規 定 に よ り 算 定 し た 基 準 財 政 収 入 額 を 基 準 財

政 需 要 額 で 除 し て 得 た 数 値 の 過 去 ３ ヵ 年 間 の 平 均 値 を 言 い 、 「 地 方 公 共 団 体 の 財 政 力

を 示 す 指 数 」と し て 用 い ら れ ま す 。財政力指数は「１」に近くあるいは「１」を超えるほど

財源に余裕があると見なされる指標です。本市の場合、過去３ヵ年の単年度数値は、平成２６

年度０．６３８、平成２７年度０．６４９、平成２８年度０．６６２で３ヵ年平均の平成２８

年度財政力指数は、「０．６５０」で前年度に比べ０．０１３の増となっています。 

平成２８年度決算での県内各市の状況は、県内１１市平均が０．５２であり、宜野湾市（０．

６５）は、那覇市（０．７７）、浦添市（０．７３）に次ぐ３番目の指数という状況です。 

（ 決 算 資 料 １ ３ ・ １ ５ ・ ２ ７ ・ ２ ８ ・ ３ １ ペ ー ジ 参 照 ）  
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２．実質収支比率について 

 「実質収支比率」とは、地方公共団体の一般財源の標準規模を示す「標準財政規模」に対す

る「実質収支額の割合」を示す指標で、黒字の場合、おおむね３～５％が望ましいとされてい

ます。平成２８年度の宜野湾市の実質収支額は、７４７，３５９千円であり、対前年度比較（単

年度収支）で９２,７９４千円の増（１４．２％）となっています。また、平成２８年度の標準

財政規模は、１８，２９７，０８７千円で対前年度比較４４３，３８６千円の増（２．５％）

であり、平成２８年度決算での本市実質収支比率は４．１％で、前年度と比べると０．４％の

増となっています。 

 県内各市の状況は、実質収支比率の県内１１市平均が５．５％であり、宜野湾市（４．１％）

は豊見城市（０．７％）、糸満市（２．５％）、浦添市（２．７％）に次ぐ４番目に低い指数

という状況です。 

（ 決 算 資 料 １ ３ ・ ２ ７ ・ ２ ８ ・ ３ ２ ペ ー ジ 参 照 ）    

 

３．経常収支比率について 

 経常収支比率は、財政構造の弾力性を測定する指標として使われ、人件費、扶助費、公債費

等の経常的な経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税等の経常的な一般財源がどの程度充当

されたかをみる指標で、この比率が低い程、投資的経費に充当できる一般財源に余裕があり、

財政構造が弾力性に富んでいると言われています。 

平成２８年度の普通会計決算では、８６．１％（減収補てん債特例分、臨時財政対策債を含

めた場合）となっており、対前年度比で１．３％の減となっています。 

経常収支比率が減となった主な要因は、「経常的な経費」のうち、対前年度比で、物件費が

０．６％の増、扶助費が１．１％の増となったものの、人件費が０．６％の減、公債費が０．

６％の減となったこと等が起因します。 

 平成２８年度決算での県内各市の状況は、県内１１市平均が８７．６％であり、宜野湾市（８

６．１％）は、宮古島市（８１．９％）、南城市（８３．２％）、石垣市（８３．９％）、沖

縄市（８４．７％）に次ぐ５番目の指数という状況です。 

（ 決 算 資 料 １ ３ ・ １ ９ ・ ２ ６ ・ ２ ７ ・ ３ ０ ペ ー ジ 参 照 ）  

健全な財政運営を図っていく上からも適正数値の７５％～８０％を目標に、更なる努力が必

要であり、徹底した経常経費の歳出節減はもちろんのこと、普通交付税や臨時財政対策債等の

依存財源に頼らない、市税を中心とした自主財源の経常的な歳入の増額確保を強化していくこ

とが重要となっています。 
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４．実質公債費比率について 

  地方債の発行に伴う、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を

基本とした額に対する比率で、許可制だった地方債の発行が平成１８年度から協議制となった

ことに伴い、それまでの起債制限比率では計算されない公営企業の元利償還金への一般会計か

らの繰出し等が反映され、自治体の実質的な財政の明確化、透明化等が図られる実質公債比率

が導入されました。この比率が１８％以上で地方債発行に国の許可が必要となり、２５％以上

で単独事業の地方債が発行できません。平成２８年度の宜野湾市の実質公債費比率は８．１％

で前年度より０．５％減（改善）となっています。また実質公債費比率は、平成１９年度から

財政健全化判断比率の一つの指標として算定されています。経常収支比率とともに財政構造の

弾力性をみる上で重要な指標とされるものです。地方債はある程度活用することは、やむをえ

ないものではありますが、後年度の財政負担とならないよう計画的な地方債発行を行う必要が

あります。 

平成２８年度決算の県内各市との比較では、県内１１市平均で８．０％であり、宜野湾市（８．

１％）は、名護市（６．１％）、南城市、沖縄市（６．７％）、石垣市（７．０％）、宮古島

市（７．３％）、うるま市（７．８％）に次ぐ６番目の数値となっています。 

（ 決 算 資 料 １ ４ ・ ２ ７ ・ ２ ８ ・ ３ ２ ペ ー ジ 参 照 ）  

 

５．地方債現在高について 

 平成２８年度決算額における地方債現在高は、３０，５７０，２７７千円で対前年度に比べ

２０１，４８８千円の増（０．７％）となっています。地方債現在高の増加は、公債費負担比

率の上昇とも関係し、これが増加推移していくと財政構造の弾力性は失われ、将来的な負担増

につながります。公債費の償還計画では今後将来的に公債費の増加が予測されています。 

公債費の抑制にあたっては、起債を必要とする新規事業の採択を厳選すること、また、起債

の活用を行わず事業費の確保を図る必要もあることから、市税や使用料・手数料等、更なる自

主財源の確保対策が必要となります。 

  平成２８年度決算の県内各市の状況において、宜野湾市の地方債現在高（３０，５７０，２

７７千円）は、那覇市（１３７，４１９，０９８千円）、うるま市（５１，２３７，２９０千

円）、沖縄市（３７，８８７，０６１千円）、浦添市（３６，８８８，４７２千円）、宮古島

市（３６，７１０，８４７千円）に次ぐ６番目の額となっています。 

（ 決 算 資 料 ２ ３ ・ ２ ７ ・ ２ ８ ペ ー ジ 参 照 ）  
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６．債務負担行為額について 

 債務負担行為は、歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるも

のを除くほか、地方公共団体が債務を負担する行為につき、その行為の内容として定めておく

ものであり、予算の一部を構成するものです。 

平成２８年度決算では、平成２９年度以降、債務負担行為により支出が見込まれている経費

は、９，７０３，３８２千円で対前年度比４４．８％の増となっています。主な要因としては、

新設学校給食センター建設事業の減はあるものの、志真志小学校及び幼稚園増改築関連事業等

の増によるものです。 

  平成２８年度決算での県内各市との比較については、宜野湾市の債務負担行為の翌年度以降

支出予定額（９，７０３，３８２千円）は、那覇市（１９，４６０，２７７千円）に次ぐ２番

目の額となっています。 

（ 決 算 資 料 ２ ３ ・ ２ ７ ・ ２ ８ ペ ー ジ 参 照 ）  

 

 

地方交付税について 

 国税のうち、所得税・法人税の３３．１％、酒税の５０．０％、消費税２２．３％の割合と、

地方法人税（※H26 年度の税制改正により創設）の全額を国が地方公共団体に対して交付する税

で、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住んでいても一定の行政サービスを

提供できるよう財源を保障するためのものです。地方交付税には、普通交付税と特別交付税が

あります。 

 

  普通交付税 

    普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して、その 

差額（財源不足額）を補てんするため交付されます。 

基準財政需要額 － 基準財政収入額 ＝ 財源不足額 ＝ 普通交付税 

 

  （１）「基準財政需要額」とは、各地方公共団体の実績による経費の支出ではなく、地方交

付税制度上、各地方団体の財政需要を合理的に測定するために一定の算式で算定した額

です。（標準的な行政運営を行うために必要な一般財源所要額） 

  （２）「基準財政収入額」とは、地方交付税制度上、各地方公共団体の財政力を合理的に測

定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入等を一定の方法によって
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算定した額です。 

  平成２８年度の交付額は、４，８６７，５３５千円で、前年度に比べ２５，６３１千円の

減（△０．５％）であり、歳入総額に占める割合は、１２．２％で対前年度０．５％の減と

なっています。 

  基準財政需要額は、１４，４２９，２０６千円で前年度に比べ４８９，７０１千円の増（３．

５％）であり、基準財政収入額は、９，５４９，８０１千円で前年度に比べ５０９，２６１

千円の増（５．６％）となっております。 

（ 決 算 資 料 １ ５ ・ ２ ６ ・ ２ ７ ・ ２ ８ ・ ３ １ ペ ー ジ 参 照 ）  

 

特別交付税 

特別交付税は、普通交付税の基準財政需要額や基準財政収入額の算定では反映することの

できなかった特別の要因に対して交付されます。平成２８年度の交付額は、５９４，６５７

千円で、前年度に比べ９，４４２円の増（１．６％）であり、歳入総額に占める割合は、１．

５％で対前年度０．１％の減となっています。（ 決 算 資 料 ２ ６ ・ ３ ０ ペ ー ジ 参 照 ）  

 

 

目的別経費の決算状況について 

 

１．議会費については、対前年度比２９，７２５千円の減（△９．１％）となっています。 

議員報酬事業３２，０９６千円の減、会議録作成事業８４６千円の減等が主な要因となって

います。 

 

２. 総務費については、対前年度比１０９，４４８千円の増（２．０％）となっています。宜

野湾市特定駐留軍用地内土地取得事業基金積立事業４１２，６３２千円の増、情報セキュリ

ティ強化対策事業７２，３７８千円の増（皆増）、普天間飛行場周辺まちづくり事業３９，

２２６千円の増等が主な要因となっています。 

 

３．民生費については、対前年度比８１５，５２０千円の増（４．５％）となっています。主

な要因としては、介護給付費等事業１９８，０１２千円の増、保育所児童措置事業（私立）

４４０，０９４千円の増等が主な要因となっています。 
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４．衛生費については、対前年度比３７，３５５千円の減（△１．９％）となっています。主

な要因としては、倉浜衛生施設組合処理負担金事業８９，１００千円の減等が主な要因とな

っています。 

 

５．労働費については、対前年度比２４，６２７千円の大幅減（△２１．６％）となっていま

す。主な要因は、地域人づくり事業２３，９４０千円の減（皆減）、シルバー人材センター

事業４，９８６千円の減等によるものです。 

 

６．農林水産業費については、対前年度比５，０３３千円の増（１３．９％）となっています。 

 

７．商工費については、対前年度比６３８，６６７千円の大幅減（△７９．４％）となってい

ます。主な要因は、（仮）プレミアム付商品券発行事業（地域消費喚起・生活支援型）６３

６，７７３千円の減（皆減）等によるものです。 

 

８．土木費については、対前年度比８７８，２０７千円の大幅減（△２５．３％）となってい

ます。主な要因として、伊佐・伊利原市営住宅建替事業５１６，５７０千円の減（皆減）、

長田１号道路整備事業（我如古工区）８８，６７９千円の減、上大謝名街区公園整備事業６

９，２６８千円の減等によるものです。 

 

９．消防費については、対前年度比１５０，２７０千円の減（△１６．９％）となっています。

主な要因は、消防救急デジタル無線整備事業７５，０７８千円の減（皆減）、消防指令セン

ター整備事業８２，２１９千円の減（皆減）等によるものです。 

 

１０．教育費については、対前年度比２，０３８，２８１千円の大幅増（５２．２％）となっ

ています。主な要因としては、新設学校給食センター建設事業１，２８４，６０２千円の増、

新設学校給食センター備品購入事業（補助）３６５，０４０千円の増（皆増）、新設学校給

食センター備品購入事業（単独）１５４，２２４千円の増（皆増）等によるものです。 

 

１１．災害復旧費については、前年度、今年度とも予算執行はありません。 

 

１２．公債費については、対前年度比９，２９２千円の減（△０．４％）となっています。要
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因については、地方債元金償還事業９２，４５１千円の減、地方債利子償還事業４０，１５

５千円の減等によるものです。なお、当市は今回普通会計決算においては、借換債による一

括償還分や、企業会計債償還分等は公債費に含めないものとされています。 

（決算資料１８・２２・２５ページ参照） 

 

 

性質別経費の決算状況について 

 

  歳出経費を性質別に、「義務的経費」、「投資的経費」、「その他の経費」に分類し構成比

を見ることにより、財政運営の健全性や弾力性を図り知ることができるとされています。すな

わち、「義務的経費」である人件費や扶助費、公債費の歳出総額に占める割合が低く、「投資

的経費」である普通建設事業費等の割合が高ければ高いほど弾力性があり、より健全な財政状

況にあるといわれています。 

  平成２８年度決算における性質別経費の状況を対前年度と比較しますと、「義務的経費」で

ある人件費の割合は１１．５％で対前年比０．４％減、扶助費は３５．１％で対前年度比１．

６％増、公債費は６．８％で対前年度比０．２％減となり、人件費・扶助費・公債費の合計額

の歳出総額に占める割合は５３．４％で、対前年度比１．０％増となっています。 

一方、「投資的経費」である普通建設事業費のうち、補助事業費の歳出総額に占める割合は

１０．２％で、伊佐・伊利原市営住宅建替事業（補助）の減（皆減）、新設学校給食センター

用地購入事業の減（皆減）、長田地区コミュニティ供用施設建設事業の減（皆減）等により、

対前年度比１．３％減となっています。また、単独事業費の占める割合は２．１％で、新設学

校給食センター備品購入事業（単独）１５４，２２４千円の増（皆増）等により、対前年度比

０．５％増となっています。歳出総額に占める投資的経費の全体の割合は１２．４％で前年度

と比べ０．９％減となっている状況です。 

「その他の経費」の歳出総額に占める割合は、３４．２％で前年度と比べ０．１％減少して

います。これは、補助費等の６４８，１２４千円の減が大きく、（仮）プレミアム付商品券発

行事業（地域消費喚起・生活支援型）の皆減、倉浜衛生施設組合処理負担金事業の減、臨時福

祉給付金事業の皆減等が主な要因として挙げられます。（決算資料１９・３０ページ参照） 
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総 括 

 

  平成２８年度普通会計決算における本市の決算状況は、前年度と比較すると、歳入・歳

出決算額とも増額となっています。 

財政運営の健全性や弾力性を図る各指標の状況からも分かるとおり、実質収支比率は黒

字の場合概ね３％～５％が望ましいとされているところ、平成２８年度は４．１％となっ

ています。また、平成１９年に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」

に基づく財政健全化判断比率においても、実質赤字比率や連結実質赤字比率はなく、実質

公債比率も基準値内の８．１％、将来負担比率も同様に４９．６％となっています。 

投資的経費に充当できる状態を示す指標である経常収支比率は８６．１％で、前年度に

比べ１．３％減少しており、これは歳入経常一般財源が増になる一方で、退職手当の減等

による人件費への経常経費充当一般財源の減などが大きな要因と言えます。 

 今後の財政運営の見通しですが、政府は、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本

とし、６００兆円経済の実現と平成３２年度の財政健全化目標達成の双方の実現を目指す

としており、政府の金融・経済政策等の取り組みのもと、現在の日本経済は雇用・所得環

境といった面は引き続き良好であり、緩やかな回復基調が続いています。沖縄県について

も、景気の回復が続いており、良好な状態と言えますが、今後も海外経済の不確実性や金

融資本市場の変動の影響等を注視していく必要があります。また、政府は、骨太方針２０

１５において、地方の安定的な財政運営に必要となる一般財源の総額を、２０１８年度ま

でに２０１５年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保するとして

いるものの、国税収入の減や消費税増税の延期等の影響により、平成２９年度地方財政計

画における地方交付税総額は１６兆３，２９８億円、対前年度比３，７０５億円の減（△

２．２％）となっています。当市の地方交付税についても、平成２８年度で対前年比０．

３％の減、地方消費税交付金にあっては、７．９％の減と大きく減額された経緯もあり、

当面は現状維持か縮小傾向が続くものと予想されます。歳出面では、子育て支援施策や高

齢化等の影響で社会保障関係経費は今後も増加していくと見込まれ、老朽化した小・中学

校の建替事業や庁舎耐震改修事業、西普天間住宅地区跡地開発の推進事業なども実施しな

ければならないことから、ますます財政需要は増えていくものと思われます。 

このような状況のもとで、市民ニーズに十分に対応する行政運営に取り組むためには、

国の金融・経済情勢や地方財政計画の動向を十分注視するとともに、依存財源に左右され

ない安定した自主財源の確保が特に重要となります。今後も市税の徴収率向上に努めると
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ともに、企業誘致を引き続き推進し、将来的な市税収入の増に取り組む必要があります。

また、受益者負担を原則として、使用料・手数料等を継続的・定期的に見直し、遊休化し

た市有地等の売却も促進する必要があります。さらに、今年度創設した普天間未来基金と

関連して、ふるさと納税制度を積極的に活用し、同基金の趣旨に市内外から多くの賛同や

共感が得られるような取り組みを進めるとともに、今後有料広告掲載等に関する基本方針

を検討・策定し、ネーミングライツの導入や民間企業等からの新たな有料広告に関する提

案制度を設けるなど、市民ニーズや将来のまちづくりに十分対応できるよう、さらなる自

主財源の拡大に努めていく必要があります。 

歳出についても、平成２８年度末に策定した第六次宜野湾市行財政改革大綱及び実施計

画に基づき、事務事業の見直し、積極的なアウトソーシングの推進に取り組み、効率的な

行政運営、行政コストの削減を図る必要があります。また、宜野湾市公共施設等総合管理

計画に基づいて、計画的な公共施設等の更新、廃止、長寿命化、維持管理費の平準化等に

取り組み、老朽化した公共施設等の更新や維持管理費の増加に備えた将来的な見通しを立

てる必要があります。 

当市の厳しい財政状況について市職員全員が危機意識を共有するとともに、全庁横断的

に歳入・歳出両面で様々な取り組みを行い、長期的に財源を確保又は拡大していくことが

求められております。 


